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１ 目的
条約水域（大西洋全水域）における高度回遊性魚種（まぐろ、かつ
お、かじき類）の資源管理

２ 概要
（１）加盟国：日本、米国、カナダ、ブラジル、中国、南アフリカ等

（４８か国＋ＥＵ、台湾）

（２）対象水域：大西洋全水域（含む地中海）

（３）対象魚種：まぐろ、かつお、かじき類

３ 主な規制・保存管理措置
○クロマグロ
（１）東大西洋クロマグロの漁獲枠（主要国）

単位：トン
2010年 2011年 2013年 2014年

2012年
ＴＡＣ 13,500 12,900 13,400 13,400
うち日本 1,148.05 1,097.03 1,139.55 1,139.55

ＥＵ 7,604.38 7,266.41 7,548.06 7,938.65
※（クロアチア分含む）

モロッコ 1,279.96 1,223.07 1,270.47 1,270.47
チュニジア 1,064.89 1,017.56 1,057.00 1,057.00

※１ （緊急措置）科学委員会が資源崩壊の危機を認めた場合、漁業を全面停止。
※２ 遵守会合において、各国の遵守計画をレビューし監視取締措置が不十分と

判断された場合、操業は認められない。
※３ 2013年7月にクロアチアがＥＵに加盟したため、2014年の漁獲枠から合算

（それぞれの漁獲枠は2013年と同じ）

（２）西大西洋クロマグロの漁獲枠（主要国）
単位：トン

2010年 2011年 2013年 2014年
2012年

ＴＡＣ 1,800 1,750 1,750 1,750
うち日本 311.02 301.64 301.64 301.64

米国 952.44 923.70 923.70 923.70
カナダ 393.54 381.66 381.66 381.66

※ （緊急措置）科学委員会が資源崩壊の危機を認めた場合、漁業を全面停止。


